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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 母 国 語 フ レ ー ズ を 外 国 語 フ レ ー ズ に 翻 訳 す る た め の 方 法 で あ っ て 、
　 複 数 の 外 国 語 フ レ ー ズ を 第 １ の メ モ リ 位 置 に 記 憶 し 、
　 複 数 の 母 国 語 フ レ ー ズ を 第 ２ の メ モ リ 位 置 に 記 憶 し 、 各 母 国 語 フ レ ー ズ は 前 記 外 国 語 フ
レ ー ム の １ つ に 対 応 し て お り 、
　 音 声 フ レ ー ズ を 受 信 し 、
　 前 記 音 声 フ レ ー ズ と 、 前 記 第 ２ の メ モ リ 位 置 に 記 憶 さ れ た 前 記 母 国 語 フ レ ー ズ と を 相 互
に 関 連 付 け 、
　 前 記 音 声 フ レ ー ズ と 前 記 第 ２ の メ モ リ 位 置 に 記 憶 さ れ た 前 記 母 国 語 フ レ ー ズ の １ つ と の
間 の 関 連 性 が 所 定 の し き い 値 を 越 え る な ら ば 外 国 語 フ レ ー ズ を 結 果 と し て 出 力 す る こ と を
特 徴 と す る 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 結 果 と し て 出 力 さ れ た 外 国 語 フ レ ー ズ は 、 話 者 に 関 す る 結 果 と し
て の フ レ ー ズ を ス ピ ー カ を 介 し て 再 生 す る こ と に よ っ て 出 力 さ れ る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 に 記
載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 結 果 と し て の 外 国 語 フ レ ー ズ は 、 表 示 装 置 に 前 記 結 果 と し て の フ
レ ー ズ を 表 示 す る こ と に よ っ て 出 力 さ れ る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 第 １ の メ モ リ 位 置 と 前 記 第 ２ の メ モ リ 位 置 と は 単 一 の メ モ リ デ バ
イ ス の 異 な る 領 域 に 配 置 さ れ て い る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 に 記 載 の 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 母 国 語 フ レ ー ズ を 外 国 語 フ レ ー ズ に 翻 訳 す る た め の 装 置 で あ っ て 、
　 所 定 の 複 数 の 外 国 語 フ レ ー ズ を 記 憶 す る 第 １ の メ モ リ デ バ イ ス と 、
　 複 数 の 母 国 語 フ レ ー ズ を 記 憶 す る 第 ２ の メ モ リ デ バ イ ス で あ っ て 、 各 母 国 語 フ レ ー ズ は
前 記 外 国 語 フ レ ー ズ の １ つ と 対 応 し て お り 、
　 音 声 入 力 を 受 信 し て 、 該 音 声 入 力 を 前 記 第 ２ の メ モ リ デ バ イ ス に 記 憶 さ れ た 母 国 語 フ レ
ー ズ と 比 較 し 、 前 記 母 国 語 フ レ ー ズ と 前 記 音 声 入 力 と の 関 連 性 が 所 定 の し き い 値 を 越 え る



な ら ば 、 前 記 母 国 語 フ レ ー ズ に 対 応 す る 前 記 外 国 語 フ レ ー ズ を 出 力 す る 音 声 認 識 デ バ イ ス
と 、
　 を 具 備 す る 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 外 国 語 フ レ ー ズ は ス ピ ー カ を 介 し て 外 国 語 フ レ ー ズ を 再 生 す る こ
と に よ っ て 出 力 さ れ る 請 求 の 範 囲 第 ５ 項 に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 外 国 語 フ レ ー ズ は 当 該 外 国 語 フ レ ー ズ を 表 示 装 置 に 表 示 す る こ と
に よ っ て 表 示 さ れ る 請 求 の 範 囲 第 ５ 項 に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 第 １ の メ モ リ デ バ イ ス と 前 記 第 ２ の メ モ リ デ バ イ ス と は 同 一 の デ
バ イ ス の 異 な る 部 分 で あ る 請 範 囲 第 ５ 項 に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 第 ２ の メ モ リ 装 置 に 記 憶 さ れ た 前 記 母 国 語 フ レ ー ズ は 、 前 記 第 １
の メ モ リ デ バ イ ス に 記 憶 さ れ た 前 記 外 国 語 フ レ ー ズ の 母 国 語 翻 訳 で あ る 請 求 の 範 囲 第 ５ 項
に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 母 国 語 フ レ ー ズ は ト レ ー ニ ン グ ル ー チ ン に よ っ て 呈 示 さ れ る プ
ロ ン プ ト に 対 す る ユ ー ザ 応 答 で あ る 請 求 の 範 囲 第 ５ 項 に 記 載 の 装 置 。
　 　 【 請 求 項 １ １ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ２ 】 　

　 　 【 請 求 項 １ ３ 】 　

(2) JP 2003-515816 A5 2008.1.17

求 の

前 記 複 数 の 外 国 語 フ レ ー ズ は 複 数 の 外 国 語 を 表 わ す 請 求 の 範 囲 第 ５
項 に 記 載 の 装 置 。

前 記 出 力 さ れ た 外 国 語 フ レ ー ズ は 複 数 の 外 国 語 の １ つ に 対 応 す る 請
求 の 範 囲 第 ５ 項 に 記 載 の 装 置 。

ユ ー ザ が 前 記 第 １ の メ モ リ デ バ イ ス 内 に 付 加 的 な 外 国 語 フ レ ー ズ を
記 録 及 び 記 憶 可 能 な 請 求 の 範 囲 第 ５ 項 に 記 載 の 装 置 。
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